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あ

い

仁
徳
天
皇
、
應
　
帝
の
第
四
子
な
り
。

母
は
仲
姫
皇
后
。
天
皇
の
生
る
ゝ
と
き
、

木
兔
あ
り
、
殿
に
入
る
。

是
の
日
、
大
臣
武
内
宿
禰
、

亦
子
を
生
み
、
鷦
鷯
、
産
室
に
入
れ
り
。

應
　
帝
、
以
て
　
と
な
し
、

武
内
宿
禰
に
謂
て
曰
く
、

今
朕
の
子
、
大
臣
の
子
と
、

日
を
同
じ
く
し
て
生
れ
、

兼
て
瑞
　
あ
り
。

其
の
鳥
名
を
取
り
、

相
易
へ
て
子
に
名
け
、

以
て
後
葉
の
契
り
と
せ
ん
と
。

因
て
天
皇
を
名
け
て
大
鷦
鷯
と
曰
ふ
、

四
十
年
正
月
、
應
　
帝
、

天
皇
及
び
大
山
守
皇
子
に
問
ひ
て
曰
く
、

汝
等
子
を
愛
す
る
か
と
。
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對
へ
て
曰
く
、
甚
だ
愛
す
と
。

又
問
ふ
、

長
と
少
と
　
か
之
を
愛
す
る
と
。

大
山
守
曰
く
、
長
子
に
如
か
ず
と
。

帝
、
素
少
子
菟
道
稚
郎
子
を
愛
し
、

立
て
ゝ
太
子
と
な
さ
ん
と
欲
す
。

故
に
悦
ば
ず
。

天
皇
、
其
の
意
を
揣
り
、

對
へ
て
曰
く
、

長
は
、
多
く
寒
暑
を
經
て
、

　
に
成
人
と
な
れ
ば
、
復
虞
な
し
。

少
子
は
、
未
だ
其
の
成
を
知
ら
ず
。

故
に
最
も
之
を
憐
む
と
。

帝
、
大
に
喜
び
て
曰
く
、

寔
に
朕
が
意
に
合
へ
り
と
。

　
に
稚
郎
子
を
立
て
ゝ
皇
太
子
と
な
し
、

天
皇
を
し
て
之
を
輔
け
し
む
。
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四
一
年
二
月
、
應
　
帝
崩
じ
て
、

皇
太
子
、
位
を
天
皇
に
譲
り
、

之
を
菟
道
に
避
く
。

天
皇
、
名
分
の
素
よ
り
定
ま
れ
る
を
以
て
聴
か
ず
。

會
大
山
守
皇
子
謀
反
す
。

天
皇
其
の
計
を
知
り
、

密
に
皇
太
子
に
告
げ
、

兵
を
設
け
て
之
が
備
を
爲
し
、
　
に
之
を
殺
せ
り
。

皇
太
子
、

固
く
天
皇
の
位
を
　
ま
ん
こ
と
を
欲
し
て
、

相
讓
る
こ
と
三
年
、
民
歸
す
る
所
を
知
ら
ず
。

天
皇
、
志
を
執
る
こ
と
益
確
し
。

皇
太
子
、
其
の
奪
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
、

　
に
自
殺
す
。

天
皇
、
大
に
驚
き
、

難
波
よ
り
馳
せ
て
菟
道
に
至
り
、

素
服
し
て
哀
を
發
し
、
之
を
哭
し
て
甚
だ
慟
せ
り
。
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し

元
年
癸
酉
、
春
正
月
三
日
己
卯
、

天
皇
、
位
に
　
く
。

是
を
大
鷦
鷯
天
皇
と
な
す
。

皇
后
を
尊
び
て
皇
太
后
と
曰
ふ
。

大
臣
武
内
宿
禰
、
故
の
如
し
。

難
波
に
都
す
。

是
を
高
津
宮
と
謂
ふ
。

宮
室
堊
ら
ず
。
梁
楹
飾
ら
ず
。

務
め
て
節
儉
に
従
ひ
、
民
の
時
を
奪
は
ず
。

二
年
甲
戌
、
春
三
月
八
日
戊
寅
、

磐
之
媛
命
を
立
て
ゝ
皇
后
と
な
す
。

四
年
丙
子
、
春
二
月
六
日
甲
子
、

群
臣
に
詔
し
て
曰
く
、

朕
、
高
臺
に
登
り
て
以
て
遠
く
望
む
に
、

烟
氣
、
域
中
に
起
ら
ず
。

意
ふ
に
、
百
姓
　
に
貧
し
く
し
て
、

家
に
炊
ぐ
も
の
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
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つ

く

朕
聞
く
、
古
聖
王
の
世
に
は
、

人
人
詠
徳
の
聲
を
な
し
、

家
家
康
哉
の
歌
あ
り
き
と
。

今
朕
、
億
兆
に
臨
む
こ
と
、

茲
に
三
年
な
れ
ど
も
頌
聲
作
ら
ず
、

炊
烟
轉
疎
な
り
。
　
ち
知
り
ぬ
。

五
穀
登
ら
ず
、
百
姓
窮
乏
せ
る
こ
と
を
。

封
畿
の
内
、
尚
給
せ
ざ
る
も
の
あ
り
。

況
や
幾
外
の
諸
國
に
於
い
て
を
や
と
。

三
月
二
十
一
日
己
酉
、
詔
し
て
曰
く
、

今
よ
り
後
、
三
載
悉
く
課
役
を
除
き
、

百
姓
の
苦
を
息
め
ん
と
。

是
に
於
て
、
黼
衣
鞋
履
、

弊
盡
せ
ざ
れ
ば
更
め
爲
ら
ず
、
　
　
煖
羹
、

酸
　
せ
ざ
れ
ば
之
を
易
へ
ず
、

小
心
約
志
、
以
て
事
に
無
爲
に
従
ふ
。

是
の
後
、
宮
垣
頽
る
れ
ど
も
造
ら
ず
。
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せ

茅
茨
壊
る
れ
ど
も
葺
か
ず
、

風
雨
時
に
順
ひ
、
五
穀
豊
に
穣
り
、

三
年
に
し
て
百
姓
殷
富
、

歡
聲
路
に
盈
て
り
。

七
年
己
卯
、
夏
四
月
辛
未
の
朔
、

天
皇
、
臺
に
登
り
、

烟
氣
の
多
く
起
る
を
見
て
、

皇
后
に
謂
て
曰
く
、
朕
、
　
に
富
め
り
。

復
何
を
か
憂
へ
ん
と
。

皇
后
曰
く
、
今
宮
室
朽
壊
し
て
、

暴
露
を
免
れ
ず
。

何
を
か
富
め
り
と
謂
ふ
と
。

天
皇
曰
く
。
天
の
君
を
立
つ
る
は
、

本
百
姓
の
爲
な
り
。

故
に
君
は
百
姓
を
以
て
本
と
な
す
。

古
昔
の
聖
王
は
、
一
人
饑
寒
す
る
も
、

之
を
顧
み
て
身
を
責
め
た
り
。
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百
姓
の
貧
し
き
は
則
ち
朕
の
貧
し
き
な
り
。

百
姓
の
富
め
る
は
、

則
ち
朕
の
富
め
る
な
り
。

未
だ
百
姓
富
み
て

君
貧
し
き
も
の
は
あ
ら
ざ
る
な
り
と
。

秋
八
月
九
日
丁
丑
、

去
來
穂
別
皇
子
の
爲
に
壬
生
部
を
定
め
。

皇
后
の
爲
に
葛
城
部
を
定
む
。

九
月
、
諸
國
請
ひ
て
曰
く
、

課
役
並
に
免
ぜ
ら
れ
て
よ
り
、

　
に
三
年
を
經
た
り
。

今
百
姓
富
饒
に
し
て
、

路
に
遺
ち
た
る
を
拾
は
ず
、

家
に
餘
儲
あ
れ
ど
も
、

宮
殿
、
朽
壊
し
て
、
府
庫
充
た
ず
。

請
ふ
、
税
調
を
貢
ぎ
、

以
て
宮
室
を
修
理
せ
ん
と
。
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十
年
壬
午
、
冬
十
月
、

始
て
課
役
を
科
し
、

以
て
宮
室
を
造
る
。

是
に
於
て
、
百
姓
、
老
を
扶
け
幼
を
攜
へ
、

先
を
争
ひ
て
來
り
赴
き
、

材
を
運
び
簣
を
負
ひ
、
日
夜
營
作
す
。

未
だ
幾
な
ら
ず
し
て
、
宮
室
悉
く
成
れ
り
。

十
一
年
癸
未
、
夏
四
月
十
七
日
甲
午

詔
し
て
曰
く
、

朕
、
今
是
の
土
を
　
る
に
、

郊
澤
曠
遠
に
し
て
、
田
圃
乏
少
に
、

河
水
横
溢
し
て
、
下
流
駛
せ
ず
。

霖
雨
に
値
ふ
毎
に
、

海
潮
逆
上
し
て
、
行
路
舟
を
以
て
す
。

其
宜
し
く
流
を
疏
し
て
海
に
注
ぎ
、

以
て
田
宅
を
全
う
せ
よ
と
。
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冬
十
月
、
渠
を
宮
北
に
穿
ち
て
、

海
に
通
じ
、
號
し
て
堀
江
と
曰
ふ
。

又
茨
田
堤
を
築
き
て
、

以
て
北
河
を
防
ぐ
。

是
の
歳
、
新
羅
朝
貢
す
。

十
二
年
甲
申
、
秋
七
月
三
日
癸
酉
、

高
麗
、
鐵
盾
鐵
的
を
貢
す
。

八
月
十
日
、
己
酉
、

饗
を
高
麗
の
使
に
賜
ひ
、

群
臣
を
し
て
貢
す
る
所
の
盾
的
を
射
さ
す
。

冬
十
月
、
大
溝
を
山
背
栗
隈
縣
に
鑿
ち
て
、

以
て
田
に
漑
ぐ
。

民
、
其
の
利
を
被
る
。

十
三
年
乙
酉
、
秋
九
月
、

始
て
茨
田
に
屯
倉
を
置
き
、

因
て
春
米
部
を
定
む
。

冬
十
月
。
和
弭
池
を
作
り
、
横
野
堤
を
築
く
。
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十
四
年
丙
戌
、
冬
十
一
月
、

橋
を
猪
甘
津
に
造
る
。

是
の
歳
、
大
路
を
京
中
に
開
き
て
、

南
門
よ
り
直
に
丹
比
邑
に
達
せ
し
む
。

又
大
溝
を
感
玖
に
鑿
ち
、

石
河
の
水
を
引
き
て
、
上
鈴
鹿
・
下
鈴
鹿
・

上
豊
浦
・
下
豊
浦
の
郊
原
に
漑
ぎ
、

田
を
墾
く
こ
と
四
萬
餘
頃
な
り
。

十
七
年
己
丑
、
新
羅
朝
貢
せ
ず
。

秋
九
月
、
砥
田
宿
禰
・
賢
遺
臣
を
し
て
、

之
を
責
問
せ
し
む
。

新
羅
懼
れ
て
、
乃
ち
絹
雜
品
、

凡
そ
八
十
艘
を
貢
調
す
。

三
十
年
壬
寅
、
秋
九
月
十
一
日
乙
丑
、

皇
后
、
紀
國
に
幸
す
。

是
の
日
、
天
皇
、

八
田
皇
女
を
納
れ
て
妃
と
な
す
。
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皇
后
、
還
り
て
山
背
に
至
り
、

筒
城
宮
を
作
り
て
之
に
居
る
。

冬
十
月
七
日
庚
申
、

山
背
に
行
幸
し
、

筒
城
宮
に
至
る
。

三
十
一
年
癸
卯
、
春
正
月
十
五
日
丁
卯
、

去
來
穂
別
尊
を
立
て
ゝ
皇
太
子
と
な
す
。

三
十
五
年
丁
未
、
夏
六
月
、

皇
后
磐
之
媛
、
筒
城
宮
に
崩
ず
。

三
十
七
年
己
酉
、

冬
十
一
月
十
二
日
乙
酉
、

皇
后
を
葬
る
。

三
十
八
年
庚
戌
、
春
正
月
六
日
戊
寅
、

妃
八
田
皇
女
を
立
て
ゝ
皇
后
と
な
す
。

四
十
年
壬
子
、
春
三
月
、

隼
別
皇
子
・
雌
鳥
皇
女
、
罪
あ
り
、

並
に
死
を
賜
ふ
。
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四
十
一
年
癸
丑
、

春
三
月
、
紀
角
宿
禰
を
百
濟
に
遣
は
し
て
、

始
て
國
郡
の
彊
場
を
分
ち
、

具
に
物
産
を
碌
せ
し
む
。

四
十
三
年
乙
卯
、
秋
九
月
庚
子
の
朔
、

依
網
阿
弭
古
、
鷹
を
得
て
之
を
献
ぜ
し
か
ば
、

百
濟
の
酒
君
を
し
て
之
を
調
養
せ
し
め
、

百
舌
鳥
野
に
幸
し
て
遊
猟
し
、

雉
數
十
を
獲
た
り
。
始
め
て
鷹
甘
部
を
定
む
。

五
十
年
壬
戌
、
春
三
月
五
日
丙
申
、

河
内
の
人
奏
す
、
茨
田
堤
に
、
雁
、

子
を
生
め
り
と
。

五
十
三
年
乙
丑
、
新
羅
朝
貢
せ
ず
。

夏
五
月
、
竹
葉
瀬
を
遣
は
し
て
、

之
を
責
め
し
む
。
途
に
白
鹿
を
獲
、

還
り
て
之
を
献
ず
。

詔
し
て
、
重
て
其
の
弟
田
道
を
遣
は
す
。
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田
道
、
撃
ち
て
之
を
破
り
、

四
邑
の
人
民
を
虜
に
し
て
以
て
歸
る
。

五
十
五
年
丁
卯
、
蝦
夷
叛
く
。

田
道
を
遣
は
し
て
、
之
を
討
た
し
む
。

田
道
、
敗
れ
て
死
す
。

是
の
歳
、
大
臣
武
内
宿
禰
薨
ず
。

五
十
八
年
庚
午
、
夏
五
月
、

荒
陵
松
林
の
南
道
に
、
忽
ち
　
木
二
株
を
生
じ
、

路
を
夾
み
て
末
合
へ
り
。

冬
十
月
、
呉
・
高
麗
、
並
に
朝
貢
す
。

六
十
二
年
甲
戌
、
夏
五
月
、

遠
江
國
司
上
言
す
ら
く
、

大
木
の
兩
岐
に
し
て
、
大
さ
十
圍
あ
る
も
の
、

大
井
川
に
漂
ふ
と
。

倭
吾
子
籠
を
し
て
、

用
ひ
て
御
船
を
造
ら
し
む
。
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か
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へ
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ひ
ゃ
く
せ
い
げ

ふ

　

た

の

か

い

だ

い

ふ

う

し

ょ

是
の
歳
、
始
て
氷
室
を
置
く
。

六
十
五
年
丁
丑
、

難
波
根
子
武
振
熊
を
遣
は
し
て
、

飛
騨
の
賊
宿
儺
を
誅
せ
し
む
。

六
十
七
年
己
卯
、
冬
十
月
五
日
甲
申
、

河
内
の
石
津
原
に
行
幸
し
て
、

壽
陵
を
作
る
。

八
十
七
年
己
亥
、
春
正
月
十
六
日
癸
卯
、

天
皇
崩
ず
。
百
舌
鳥
野
陵
に
葬
る
。

天
皇
、
幼
に
し
て
聰
明
、

容
貌
美
麗
な
り
。

壮
な
る
に
及
び
、
寛
仁
慈
惠
に
し
て
、

夙
に
興
き
夜
に
寐
ね
。

心
を
政
理
の
専
に
し
、
溝
渠
を
通
じ
、

堤
防
を
作
り
、
郊
原
を
墾
闢
す
。

是
を
以
て
、
百
姓
業
を
樂
し
み
、

海
内
富
庶
な
り
。
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き
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あ
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ぬ
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う

つ

稱
し
て
聖
帝
と
な
す
。

嘗
て
八
田
皇
后
と
と
も
に
、

暑
を
高
臺
に
避
け
、

菟
　
野
の
鹿
鳴
を
聞
き
て
之
を
愛
せ
り
。

一
夕
、
鹿
鳴
か
ず
。

明
日
、
猪
名
縣
の
佐
伯
部
、

鹿
を
献
じ
て
膳
に
供
ふ
。

天
皇
、
何
處
よ
り
之
を
獲
た
る
と
問
ひ
し
に
、

曰
く
、
之
を

菟
　
野
に
得
た
り
と
。

天
皇
、
皇
后
に
謂
て
曰
く
、

鹿
を
獲
る
の
日
と
、
獲
る
所
の
地
と
を
計
る
に
、

蓋
し
朕
が
愛
せ
し
所
の
も
の
な
ら
ん
。

獲
る
者
心
な
し
と
雖
も
、

朕
、
忍
び
ざ
る
も
の
あ
り
。

彼
を
し
て
皇
居
に
近
か
し
む
る
こ
と
を
欲
せ
す
と
。

乃
ち
命
じ
て
佐
伯
部
を
安
藝
の
渟
田
に
移
す
。
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い

天
皇
の
末
年
に
及
び
、

吉
備
中
國
に
大
　
あ
り
、

民
の
害
を
爲
す
。

是
の
時
、
妖
氣
稍
動
き
、

或
い
は
叛
く
者
あ
ら
ん
と
す
。

天
皇
、
賦
を
輕
く
し
歛
を
薄
く
し
、

徳
を
布
き
惠
を
施
す
。

是
を
以
て
、
風
化
大
に
行
は
れ
、

二
十
餘
年
、
天
下
復
無
事
な
り
き
。

追
諡
し
て
仁
徳
天
皇
と
曰
ふ
。


